
　　　関係者各位

により公告します。

1 競争入札に付する事項

(1) 業 務 番 号 承補ダムメンテ　第１号

(2) 業 務 名 遠部ダムメンテナンス管理設備更新詳細設計業務委託

(3) 業 務 場 所 平川市碇ヶ関遠部地内

(4) 業 種 土木関係建設コンサルタント業務

ア　業務内容 河川、砂防及び海岸・海洋

イ　複合業務 無

(5) 履 行 期 限

(6) 業 務 概 要 委託数量　Ｎ＝１．００式

遠部ダム管理設備更新詳細設計　　１．００式

(7) 予 定 価 格 （消費税及び地方消費税を含む）

(8)

価一般競争入札（簡易型Ⅰ（委託））の方法による。

2 競争入札に参加する者に必要な資格

　次の各号に該当することについて、あらかじめ、3に定めるところにより審査を受けた者であること。

(1) 政令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。

(2)

の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。

(3)

されている者であること。

ア　土木関係建設コンサルタント業務（河川、砂防及び海岸・海洋）

35,959,000円

令 和 7 年 3 月 12 日

中南地域県民局長

条件付き一般競争入札実施公告(電子入札）

下 記 の業 務 に つい て は ､条 件付 き 一 般競 争 入 札( 一般 型) によ り 契 約を 締 結 し ま すの で 、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の６第１項の規定

記

令和8年3月25日

本業務は、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする総合評

青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(昭和58年2月青森県規

則第6号。以下「参加資格規則」という。）第5条の規定により一般競争入札に参加する資格があ

ると認定され、第7条第1項に規定する有資格建設関連業者名簿の下記業種(業務内容)に登載

青森県財務規則（昭和39年3月青森県規則第10号。以下「財務規則」という。）第128条



また、当該業務に係る建設コンサルタント登録規程の認定を受けていること。

(4)

開始又は再生手続開始の決定後、知事の確認を受けている者を除く。)でないこと。

(5) 日本国内に本店を有していること。

(6)

上の場合に限る｡

以上の履行実績（ダム関連の設計業務に限る。）

(7)

保険又は船員保険をいう。)に加入し、かつ、保険料の滞納がないこと。

(8) 青森県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(9) 次のいずれかの資格を有する管理技術者及び照査技術者を配置することができること。

ア　管理技術者

　　建設一般並びに河川、砂防及び海岸・海洋）、ＲＣＣＭ（河川、砂防及び海岸・海洋）

イ　照査技術者

　　アに同じ。

　なお、アとイは同一の者でないこと。

(10)

う。)に基づく知事の指名停止の措置を受けていないこと。

(11)

る事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がないこと。

(12)

ずる者として、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続していないこと。

(13) 技術提案書を提出し、技術提案の内容が適正であること。

3 資格の審査

技術提案書により、審査を受けなければならない。

(1) 提 出 期 限 まで

(2) 提 出 部 数 等 各1部 ※申請書と技術提案書は併せて提出すること。

(3) 提 出 方 法 電子入札システムを使用して提出すること。

(4) 入札書による入札を承諾された場合の申請書及び技術提案書の提出場所

中南地域県民局　地域整備部　建設管理課

県建設業者等指名停止要領(平成2年6月28日付け青監第633号。以下「指名停止要領」とい

会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民

事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続

過去15年間に次に掲げる同種の建設関連業務の履行実績(下請負人としてのものを除く｡)を有

するものであること｡ただし、共同企業体の構成員としての履行実績は､出資比率20パーセント以

労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)及び社会保険(健康保険及び厚生年金

条件付き一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、青森

土木関係建設コンサルタント業務（河川、砂防及び海岸・海洋）で、契約金額1000万円

技 術 士 ・ 建 設 部 門 （ 河 川 、 砂 防 及 び 海 岸 ・ 海 洋 ） 、技 術士 ・総 合技 術監 理部 門 （

参加資格規則第5条第1項の規定により一般競争入札に参加する資格があると認定された日か

ら開札の時までの間に、指名停止要領別表第9号から第15号までに掲げる措置要件に該当す

警察当局から、知事に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設関連業者又はこれに準

入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)、あらかじめ、2に定める資格を有する

ことについて、次に従い、条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)及び

令和7年3月28日(金) 13時00分



(5) そ の 他

ア　申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。

　 を、審査結果の通知とともに、別に通知する。

　もって、その理由の説明を求めることができる。

エ　提出した申請書の差し替えは、原則として認めない。

オ　申請書及び技術提案書の作成に要する費用は､提出者の負担とする｡

カ　申請書及び技術提案書は､提出者に無断で他の用途に使用しない｡

キ　提出された申請書及び技術提案書は､返却しない｡

4 入札説明書の交付及び設計図書の縦覧

(1) 入札説明書の交付

ア　期間 から

まで

イ　場所 (電子ファイル)青森県建設業ポータルサイト＞委託の情報＞入札情報

（2） 設計図書の縦覧

ア　期間 から

まで

イ　場所 (電子ファイル)青森県建設業ポータルサイト＞委託の情報＞入札情報

（3） その他

書面により、中南地域県民局　地域整備部　河川砂防施設課　に提出すること。

5 現場説明 なし

6 技術提案及び落札者決定基準等

(1) 提出期限及び提出場所

「3　資格の審査」のとおり

(2) 提出する技術提案書の内容

入札説明書による。

(3) 技術提案書の作成要領

入札説明書による。

(4) 総合評価一般競争入札の落札者決定基準等

ア　評価基準

イ　評価方法

　入札説明書による。

ウ　落札者の決定方法

令和7年4月9日(水)

イ 資格の審査結果については、申請者に対して、別に通知する。また、技術提案の審査結果

ウ 2に定める資格を認められなかった者(共同企業体の方法による場合は、代表者)は、イの通

知を受けた日の翌日から3日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)

第1条で規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)以内に、書面を

令和7年3月12日(水)

令和7年3月12日(水)

令和7年4月9日(水)

入札説明書及び設計図書に対して質問がある場合は、令和7年3月28日(金)12時までに、

　技術力及び技術提案に係る項目を評価するものとし、詳細については、入札説明書による。



　入札説明書による。

エ　総合評価方式に関するガイドライン及び申請様式等

7 電子入札期間並びに入札執行の日時及び場所

(1) 電子入札期間

ア　開始

イ　締切

(2) 入札執行

ア　日時

イ　場所 弘前合同庁舎　本館２階会議室

8 入札執行回数 原則として1回を限度とする。

9 入札保証金及び契約保証金

（１） 入札保証金 免除する。

（2） 契約保証金

は、その納付を免除する。

ア　契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

イ　契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。

ウ　契約保証金に代え、次に掲げる有価証券を提供したとき。

　(ｱ) 国債又は地方債

　(ｲ) 政府の保証のある債券

　(ｳ) 金融機関が振り出し又は支払い保証をした小切手

　　する債券

　(ｵ) 銀行若しくは知事が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証

10 低入札価格調査制度対象業務

査制度事務取扱要領(平成25年9月4日青監第488号)による。 

11 契約の締結

（１） 落札決定の日から7日以内に契約を締結する。

（2）

当する事実があった場合には、当該委託契約を締結しない。

（3）

業務を参考とすること。

12 入札条件

令和7年4月8日(火) 9時30分

　青森県庁ホームページ内「総合評価落札方式（県土整備部）の運用」

　https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/nyuukei.html

落札者を決定するために行う調査等については、青森県県土整備部建設関連業務低入札価格調

令和7年4月9日(水) 10時00分

令和7年4月10日(木) 10時00分

契約金額の10分の1以上の金額を納付するものとする。ただし、次のいずれかに該当するとき

(ｴ) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行

落札の決定後、当該入札に付する業務に係る委託契約の締結までの間において、当該落札者

が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合、指名停止要領に基づく知事の指名停止

の措置を受けている場合又は指名停止要領別表第9号から第15号までに掲げる措置要件に該

使用する契約書及び提出様式については、青森県建設業ポータルサイト＞様式集＞建設関連



（１） 財務規則に定める入札者心得書を遵守すること。

（2）

は電子入札システムを使用して提出すること。

13 入札書記載金額等

（１）

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し、又は電子入札にあっては入力すること。

（2）

しない。

（3）

ら999までの任意の3桁の数字を記載し、又は電子入札にあっては入力すること。

14 関連ホームページ

(1) 入札制度、契約書、入札説明書及び設計図書の縦覧

青森県建設業ポータルサイト

https://pub.pref.aomori.lg.jp//kouji/index.html

(2) 電子入札の導入手順、操作マニュアル及びログイン

青森県電子入札システム

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/e-nst_index.html

15 留意事項

(1)

が困難な場合は、中南地域県民局長の承諾を得て、入札書による入札をすることができる。

(2)

ればならない。

(3) 詳細は入札説明書による。

16 その他

(1) 入札の無効

した入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

17 担当公所及び所在地

（１） 名称 中南地域県民局　地域整備部　

（2） 場所 弘前市大字蔵主町４

電話番号 0172-32-0282

録された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端

入札参加者は、入札金額の内訳を明らかにした積算内訳書(設計図書(建築・営繕業務等に

あっては、業務委託仕様書)に規定する業務内容の数量及び金額を示したもの。)を提出し、又

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額又は電子入札にあっては入札金額として記

運用基準(平成18年9月1日付青監第374号)によるものとする。なお、電子入札での入札手続等

技術提案が適正と認められ入札する場合、入札価格は、当該技術提案に基づいたものでなけ

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記載をした者の

本件入札は電子入札で行うものであり、入札手続等においては、青森県建設工事等電子入札

数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望

入札書の余白に備考として、次のように記載すること。ただし、電子入札をする場合は入力を要

備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した

　　金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。

落札候補者が2者以上の場合は電子くじにより落札者を決定するので、入札書の余白に000か


